
他自治体条例の定義規定 

 

 千葉県 北海道 岩手県 さいたま市 熊本県 八王子市 

定義

規定 

第 2条 「障害」 

2 「差別」 

3 「障害のある人に対

する虐待」 

第 2条 「障がい」 

2 「障がい者」 

3 「障がい児」 

4 「暮らしやすい地域

づくり」 

第2条 この条例におい

て、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各

号に定めるところに

よる。 

(1) 障がい 

(2) 不利益な取扱い 

第2条 この条例におい

て、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各

号に定めるところに

よる。 

(1) 市民 

(2) 事業者 

(3) 障害 

(4) 障害者 

(5) 保護者 

(6) 擁護者 

(7) 合理的配慮に基

づく措置 

(8) 差別 

(9) 虐待 

(10) 後見的支援を

要する障害者 

第 2条 「障害者」 

2 「社会的障壁」 

第2条 この条例におい

て、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 障害者 

(2) 社会的障壁 

(3) 差別 

 


